
『PTAってなに？』『そもそもどんな活動をしているの？』『役員ってどうやって決まるの？』など 
保護者の皆さんの疑問に、少しでもわかりやすく伊賀良小PTAについてお伝えできたらな…そんな想いを込めて 
今年度のスタートとして改めて伊賀良小学校PTAの組織についてまとめました。 
PTAと初めて関わる方、今までなんとなくしかわからなかった方へ向けての【入門編】です。 

はじめに…『PTA』とは 
P（Parent）【親】T（Teacher）【教師】A（Association）【組織】の頭文字をとったものです。 

・★☆①～⑥学年代表は常任委員で中学までの役員免除の権利のある人です。 
・※は役員で役員を３回経験しても常任委員と同等の権利が得られます。 
　一家庭につき少なくとも１回は学級代表正副または常任委員をお願いしたいです。 
　また、地区評議委員の回数はカウントされませんのでご了承ください。 

下記では、学級代表と学級副代表からそれぞれの配属される部について例を説明します。

役員決めは１年生は入学式後に、クラス替えのある学年は４月入学式の日に学級代表・学級副代表を決めます。
次年度クラス替えのない学年は１０月末から通知、立候補を募り、２月参観日後のクラス懇談会にて学級代表　
学級副代表を決めます。

本校のPTAは 
『児童の幸福を増進するため、教師・親が一体となって教育に協力するとともに、教養を高めること』を 
目的として活動しています。大切な我が子が通う学校で、児童、親同士が繋がり、親と教師が繋がれる活動を
通して学校を身近に感じられるPTA活動を目指しています。

PTA本部役員


